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本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
の
審
査
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

総
務
企
画

市
民
経
済

渋川総合病院受付

記録的豪雪

市
長
専
決
処
分
の
報
告
と
承
認

に
つ
い
て
（
平
成
25
年
度
渋
川

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６

号
）
）

　

除
雪
費
用
の
た
め
道
路
維
持

管
理
事
業
の
委
託
費
を
増
額
補

正
す
る
も
の
で
、
全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

債
務
者
の
破
産
に
よ
り
、
債

権
の
回
収
が
困
難
な
た
め
土
地

貸
付
料
を
放
棄
す
る
も
の
で
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
及
び

旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

市
長
及
び
副
市
長
の
期
末
手

当
に
つ
い
て
、
市
長
に
お
い
て

は
30
㌫
、
副
市
長
に
お
い
て
は

20
㌫
の
減
額
を
行
う
た
め
の
改

正
を
す
る
も
の
で
、
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
民
経
済
常
任
委
員
会
の
付

託
議
案
は
権
利
の
放
棄
２
件
、

消
費
税
法
の
改
正
に
伴
う
条
例

改
正
10
件
、
渋
川
市
小
口
資
金

融
資
促
進
条
例
の
一
部
改
正
１

件
が
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

渋
川
市
営
駐
車
場
使
用
料
が

２
件
、
合
計
61
カ
月
分
38
万
８

０
０
０
円
が
放
棄
さ
れ
ま
し
た
。

質
疑　

債
権
徴
収
は
ど
の
よ
う

な
方
法
で
行
っ
た
の
か
。
こ
れ

だ
け
の
額
に
な
っ
た
経
過
は
。

答
弁　

合
併
前
は
、
個
別
訪
問

を
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
毎
月

入
湯
税
と
合
わ
せ
て
訪
問
徴
収

し
て
い
ま
し
た
。
月
ご
と
に
少

し
ず
つ
納
め
て
い
た
の
で
、
契

約
解
除
が
遅
れ
ま
し
た
。　

質
疑　

契
約
解
除
に
至
る
ま
で

の
経
過
と
基
準
は
。　

答
弁　

特
に
基
準
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
条
例
で
は

使
用
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
な
い
と
き
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
通
常
で
あ
れ
ば
１
年
で

切
る
と
い
う
処
理
を
し
て
い
ま

す
。

　

渋
川
総
合
病
院
入
院
費
54
件
、

外
来
１
４
３
件
に
つ
い
て
の
使

用
料
・
手
数
料
が
回
収
不
能
に

つ
き
約
６
７
５
万
円
が
放
棄
さ

れ
ま
し
た
。　

質
疑　

入
院
時
の
連
帯
保
証
人

が
、
28
人
の
入
院
患
者
に
は
い

な
い
。
そ
の
理
由
は
。
回
収
不

能
に
陥
っ
た
理
由
は
。

答
弁　

連
帯
保
証
人
は
、
規
定

　

委
員
か
ら
は
、
回
収
不
能
に

陥
る
前
に
回
収
す
る
努
力
を
す

る
べ
き
、
生
活
困
窮
者
に
対
し

て
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

等
に
相
談
を
し
て
生
活
保
護
な

ど
手
続
き
を
し
な
が
ら
不
良
債

権
を
少
な
く
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

小
口
資
金
融
資
促
進
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
度
も
１
年
間
期
限

が
延
長
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

消
費
税
８
㌫
の
引
き
上
げ
に

よ
る
影
響
で
、
ス
カ
イ
テ
ル
メ
、

伊
香
保
温
泉
浴
場「
石
段
の
湯
」、

小
野
上
温
泉
セ
ン
タ
ー
、
白
井

温
泉
こ
も
ち
の
湯
、
北
橘
温
泉

ば
ん
ど
う
の
湯
、
交
流
促
進
セ

ン
タ
ー
Ｓ
Ｕ
Ｎ
お
の
が
み
、
た

ち
ば
な
の
郷
城
山
の
条
例
改
正

が
示
さ
れ
、
入
浴
料
金
や
宿
泊

料
金
等
の
渋
川
市
の
統
一
料
金

の
考
え
方
な
ど
が
審
査
さ
れ
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

伊
香
保
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
条
例
改

正
も
含
め
、
４
月
１
日
か
ら
料

金
改
定
が
行
わ
れ
ま
す
。

上
で
は
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
救
急
治
療
で
入
院

し
て
く
る
場
合
や
生
活
困
窮
な

ど
に
よ
り
連
帯
保
証
人
が
つ
け

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
回
収
不
能

の
理
由
は
、
住
所
不
明
や
生
活

困
窮
者
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

質
疑　

市
の
補
助
を
受
け
る
場

合
は
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

が
条
件
に
な
っ
て
い
る
が
、
病

院
は
ど
う
な
の
か
。

答
弁　

医
師
に
応
召
義
務
が
あ

り
、
診
療
費
が
払
え
な
い
と
い

う
理
由
で
拒
む
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
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教
育
福
祉

建
設
水
道

　

本
委
員
会
に
は
市
道
の
廃
止

と
認
定
、
権
利
の
放
棄
、
条
例

改
正
、
和
解
及
び
損
害
賠
償
の

額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

９
議
案
が
付
託
さ
れ
、
審
査
を

行
い
ま
し
た
。

市
道
の
廃
止
と
認
定
に
つ
い
て

　

行
幸
田
調
整
池
付
近
と
豊
秋

団
地
付
近
４
０
６
４
㍍
を
、
団

体
営
基
盤
整
備
促
進
事
業
行
幸

田
北
部
地
区
に
よ
る
も
の
と
、

赤
城
町
敷
島
駅
北
東
付
近
２
３

０
㍍
を
、
一
般
県
道
下
久
屋
渋

川
線
バ
イ
パ
ス
事
業
に
よ
る
も

の
と
し
、
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

簡
易
水
道
料
金
は
67
件
３
８

７
カ
月
分
で
１
７
０
万
１
２
７

円
、
水
道
料
金
は
１
０
０
４
件

３
７
８
４
カ
月
分
で
２
５
４
４

万
９
４
７
５
円
を
、
債
権
の
適

正
な
管
理
を
図
る
た
め
放
棄
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
な
ぜ

今
回
こ
の
金
額
・
件
数
で
議
案

上
程
さ
れ
た
の
か
、
回
収
計
画

の
確
認
と
民
間
業
者
に
よ
る
徴

収
業
務
委
託
の
現
状
、
徴
収
実

績
、
未
払
い
の
食
い
止
め
方
法

等
、
質
疑
は
多
岐
に
わ
た
り
ま

し
た
。
今
後
の
給
水
と
回
収
に

つ
い
て
再
検
討
し
、
善
処
し
て

い
く
こ
と
を
要
望
し
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

下
水
道
条
例
・
汚
水
処
理
施
設

条
例
・
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
条
例
・
個
別
処
理
浄
化
槽
条

例
　

４
件
の
各
条
例
の
一
部
改
正

は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

の
消
費
税
法
改
正
に
よ
る
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。　

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

昨
年
９
月
３
日
に
市
道
手
川

大
平
線
に
て
、
伊
香
保
総
合
支

所
経
済
建
設
課
職
員
運
転
の
公

用
車
と
、
行
幸
田
在
住
市
民
が

運
転
す
る
車
の
事
故
に
つ
い
て
、

す
べ
て
の
過
失
が
市
職
員
側
に

あ
る
と
の
説
明
に
、
セ
ン
タ
ー

ラ
イ
ン
の
な
い
道
路
で
、
右
前

方
同
士
の
衝
突
で
、
な
ぜ
相
手

に
過
失
が
な
い
と
言
え
る
の
か

な
ど
、
過
失
割
合
に
対
し
疑
問

視
さ
れ
、
職
員
の
負
傷
に
つ
い

て
の
処
理
や
、
業
務
中
に
起
き

た
事
故
の
刑
事
処
分
な
ど
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

新
設
す
る
学
校
給
食
共
同
調

理
場
で
作
る
給
食
の
食
器
、
自

動
洗
浄
機
、
備
品
な
ど
す
べ
て

を
買
い
替
え
る
も
の
で
す
。
今

ま
で
の
も
の
は
、
災
害
時
に
備

え
対
応
な
ど
意
見
が
出
さ
れ
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

学
校
給
食
費
を
放
棄
す
る
も

の
で
す
。
滞
納
・
不
納
件
数
が

多
す
ぎ
る
、
債
務
者
が
知
ら
な

い
時
効
も
あ
る
、
児
童
手
当
と

相
殺
す
る
な
ど
時
効
に
な
る
前

に
職
員
の
徴
収
努
力
が
さ
ら
に

必
要
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

徳
富
蘆
花
記
念
文
学
館
駐
車
場

使
用
料
の
権
利
の
放
棄

　

権
利
を
放
棄
す
る
金
額
は
５

万
７
０
０
０
円
で
、
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
教
育
委
員
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

も
の
で
、
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

役
職
の
中
で
市
長
だ
け
を
会

長
条
項
で
残
し
、
他
を
削
る
の

は
お
か
し
い
な
ど
の
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。
多
数
決
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

公
の
施
設
か
ら
子
持
の
プ
ー

ル
を
削
り
公
用
財
産
か
ら
公
共

財
産
と
し
て
残
す
と
い
う
内
容

で
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

歴
史
資
料
館
条
例
及
び
渋
川
美

術
館
・
桑
原
巨
守
彫
刻
美
術
館

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

入
館
料
の
統
一
を
す
る
も
の

で
す
。
入
館
者
が
増
え
な
い
の

に
上
げ
る
の
は
い
か
が
か
な
ど

の
意
見
が
あ
り
、
多
数
決
で
修

正
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

　

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

「
手
話
言
語
法
制
定
を
求
め
る

意
見
書
」
の
提
出
を
求
め
る
請

願
書

　

願
意
妥
当
と
認
め
、
採
択
さ

れ
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。


